
船舶事故調査報告書 

平成３０年６月２０日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２９年１１月８日 ０７時３０分ごろ 

発生場所 北海道釧路市釧路港西方沖 

釧路港西区南防波堤西灯台から真方位２７３°１.５海里（Ｍ）付

近 

 （概位 北緯４２°５９.４′ 東経１４４°１６.７′） 

事故の概要  漁船第八千幸
せんこう

丸は、揚網作業中、また、漁船第３８長
ちょう

栄
えい

丸は、投

網しながら東進中、両船が衝突した。 

事故調査の経過 平成２９年１１月１４日、主管調査官（函館事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 漁船 第八千幸丸、８.５トン 

   ＨＫ２－１９８４４（漁船登録番号）、薄井漁業株式会社 

Ｂ 漁船 第３８長栄丸、７.９トン 

   ＨＫ２－２０３２１（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、一級小型・特殊・特定 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 船首部外板に亀裂等 

Ｂ 船首部外板に破口等 

 気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風向 北北東、風力 ３、視程 約８㎞ 

海象：海上 平穏 

 事故の経過 

 

 Ａ船は、船長Ａほか４人が乗り組み、釧路港西方沖の漁場におい

て、船首を西方に向けて機関を微速力前進とし、揚網中の網の抵抗に

より、ほぼ停止状態でししゃも
．．．．

こぎ網漁の揚網作業を行っていた。 

 船長Ａは、右舷前方約０.１０～０.１５ＭにＢ船を視認したが、揚

網中のＡ船をＢ船が避けると思って操業を続けていたところ、衝撃が

あり、Ａ船の船首とＢ船の船首とが衝突したことを知った。 

Ｂ船は、船長Ｂほか４人が乗り組み、釧路港西方沖の漁場におい

て、ししゃも
．．．．

こぎ網漁を行っていた。 

ししゃも
．．．．

こぎ網漁は、海中に樽
たる

を投入し、航行しながら船尾からワ

イヤロープを延出後、右転して網を投入し、もう１端のワイヤロープ

を出しながら樽に戻る掛け回し式の漁法であった。 

船長Ｂは、目視及びレーダーで周囲の確認を行ったところ、前方に

Ａ船を認めたが、右転して網を投入するには十分な距離があると思

い、手動操舵により約６ノットの対地速力で東進を開始し、船尾から

ワイヤロープを延出した。 



船長Ｂは、目視等で周囲の見張りを行い、Ａ船までの距離が約 

０.２Ｍとなったことを認め、Ａ船の手前で右転するつもりでいたも

のの、付近に存在する岩礁が気になって同岩礁のポイントが入力され

たＧＰＳプロッターを見始めた。 

Ｂ船は、船長Ｂが、船尾でワイヤロープ及び網の状況を監視してい

た甲板員から右転の合図があったので顔を上げたところ、至近にＡ船

を認めたもののどうすることもできず、Ａ船と衝突した。 

Ａ船及びＢ船は、両船の損傷状況を確認後、釧路港に戻った。 

分析  Ａ船は、釧路港西方沖の漁場において揚網作業中、船長Ａが、航行

中のＢ船が揚網中のＡ船を避けると思い、Ｂ船に対する見張りを適切

に行っていなかったことから、Ｂ船が衝突のおそれのある状態で接近

を続けていることに気付かず、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、釧路港西方沖の漁場において投網しながら東進中、船長Ｂ

が、Ａ船の手前で右転するつもりでいたものの、付近に存在する岩礁

が気になり、ＧＰＳプロッターを見ていてＡ船に対する見張りを適切

に行っていなかったことから、汽笛を吹鳴するなどの衝突を避けるた

めの措置を採る時機を失し、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、釧路港西方沖の漁場において、Ａ船が揚網作業中、Ｂ船

が投網しながら東進中、船長Ａ及び船長Ｂが共に見張りを適切に行っ

ていなかったため、両船が衝突したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・航行中、進行方向に他船を認めた場合は、他船から目を離さない

こと。 

 ・揚網作業中においても、接近する他船を認めた場合、衝突のおそ

れの有無を判断し、必要に応じて衝突を避けるための措置を採る

こと。 

 


